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「事業承継税制」の実務手続きと留意点

□事業承継税制の概要について

　事業承継税制を適用し贈与又は相続で事業承継を行った際には、後継者が取得した株式等に係る
　贈与税・相続税の100％を猶予することができます。
　ただし、事業承継税制の適用の際には、後継者への承継をするにあたり贈与で承継する場合と相続
で
　承継する場合とで異なる様々な要件があります。
　（要件の詳細については割愛します）

　まずは、納税猶予の適用を受けるための手続きをご確認ください。

　　①特例承継計画（認定支援機関による指導及び助言について記載）を作成し、
　　　都道府県に提出
　　　※提出期限：2018年4月1日から2023年3月31日まで

　　②先代経営者から後継者へ株式の承継
　　　（株式の贈与又は相続の発生）

　　③都道府県へ各申請期限までに認定書を提出
　　　（特例承継計画を添付）

　　④贈与税又は相続税の申告
　　　（認定書の写しを添付）
　　　※贈与税又は相続税の申告後にも、数年間は税務署への報告書等の提出が必要となります

　本制度を利用する場合には、事業承継をしていく前に事前の準備が必要となります。
　本制度の適用を検討の際は、まずは担当者へご相談下さい。

文責　　（経営支援グループ　　永武隆之）
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◆納税猶予を受けるための手続き

STEP１　特例承継計画（認定支援機関による指導及び助言）を作成し、都道府県へ提出／確認

【提出書類】
①様式第21確認申請書（原本1部、写し1部）
②履歴事項全部証明書（確認申請日の全3ヵ月以内に取得したもの。）
③従業員数証明書（様式は自由、証明日は指導及び助言を受けた日付）
④その他確認の参考となる書類
→厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書（70歳未満の常時使用する従業員の数を証する書類）
→健康保険の標準報酬月額決定通知書（70歳以上75歳未満の常時使用する従業員の数を証する書類）
　
STEP２　株式の承継（贈与又は相続）を行い都道府県へ提出／認定。

【提出書類】※第一種特例贈与／相続認定申請書の場合

■贈与の場合
①認定申請書（原本1部、写し1部）
②定款の写し、株主名簿、登記事項証明書、従業員数証明書
③贈与契約書など、認定申請基準年度の決算書類
④上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
⑤特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
⑥戸籍謄本等
⑦特例承継計画又はその確認書
⑧その他認定の参考となる書類

■相続の場合　③贈与契約書などの代わりに遺言書又は遺産分割協議書の写しなどを提出する。

STEP３　特例承継計画・認定書の写しとともに、税務署へ納税申告。納税猶予の開始。

【注意点】申告書提出後、定期的に行政へ報告が必要！
①申請期限後５年間
→都道府県庁へ「年次報告書」を提出（年一回）
→税務署へ「継続届出書」を提出（年一回）
②申請期限後6年目以降
→都道府県へは提出不要
→税務署へ「継続届出書」を提出（3年に一回）

文責　（所属グループ　経営支援1課　氏名　小西岳彦）


